
１．はじめに 

１− １．研究背景 

	 近年、住宅系市街地では、行政の有する人材や施設等

の資源が限られているなかで、いかにして多様化・高度

化する地域の住民ニーズや活動を受け止める場づくりを

行い、コミュニティを醸成していくかということが課題

となっている。一方、人口減少や少子高齢化を背景とし

て、市街地には空き家が増加し、その活用方法が模索さ

れており、また「住み開き」と呼ばれる居住者発意で住

宅の一部を地域に開放する取組み注 1）が注目され広がり

を見せている。そこで、地域の住民ニーズや活動を受け

止める場として、住宅等の私有空間を活かしたコミュニ

ティスペース（以下、CS）注 2）が期待されている。 

	 2004 年、財団法人世田谷トラストまちづくり（以下、

財団）により「地域共生のいえづくり支援事業」制度が

創設された。これは、住民主体による住宅等の私有空間

を活用した CS としての「地域共生のいえ」注 3）づくりを

支援する制度である。この仕組みは、地域共生のいえ立 

 

 

ち上げから開設までの「立ち上げ支援」と開設後の「運

営支援」に分かれている。前者は、地域共生のいえの開

設に向けた、専門家派遣による技術的支援が中心である。

後者は、広報支援と専門家派遣による技術的支援が中心

である。開設前から開設後まで継続的に関わり、技術的

支援を行う仕組みとして先進的である。 

	 制度創設から約 10 年経ち、2015 年 6 月現在、17 件

の地域共生のいえが存在する。住民主体による私有空間

の活用は、行政主体による公有空間の取組みと比べ、柔

軟性・許容性に富んでいる一方で、空間面や運営技術や

財政等の面で不安定性でもあり、継続する上で様々な課

題が出てきていると考えられる。 

１− ２．研究目的と方法 

	 以上より、本研究では世田谷区の「地域共生のいえ」

制度創設後 5 年以内（2004〜2008 年）に開設された 6

件を事例として実態を分析し、住民主体による住宅を活

用した CS を継続する上での課題について考察すること

を目的とする。分析にあたって、地域共生のいえ 6 件が、 
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The paper aims to think about the problems and the points, to continue of the community space 

using private space by residents. Then I analyzed the actual conditions and problems of 

‘Chiiki-kyosei-no-ie’, which is the community space using private space by residents. The public 

institution about community development supports it in Setagaya-ward. The results are as follows; 

1.It is important to inherit the idea about the space, especially the case of the owner changed.  

2. For the space continuity, the understanding of the owner family is necessary, especially the case 
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Rのような「ȩƑ」のもとで、「空間」と「運営」の仕組

みをǂえ、そのɢǩとして「ô用」をRのようにÖして

いるのか、特に開設後の主なŅ化とʐĪ、CS として継

続するための課題にȾ目する。 
	 研究の方法・Ǹ成としては、"財団ƪƂ者]の�s¤

¨}ʨǫ注 	）をもとに、地域共生のいえの継続を支える

仕組みとしての「地域共生のいえづくり支援事業」制度

の運営支援の仕組みについてǂȩする。#地域共生のい

え � 件の運営主体]の�s¤¨}ʨǫ注 
）と関ˑǃȥ資

Ǆ注 �）をもとに、「ȩƑ」・「空間」・「運営」・「ô用」の実

態をǂȩし、開設後の主なŅ化とʐĪ、CS として継続

するための課題にȾ目して分析する。$以上をˀまえ、

住民主体による住宅を活用した CS を継続する上での課

題について考察する。 
１− �．f^研究 
	 近年、çį的に CS が増えている。多様なƃ態で設立、

運営されている CS を取り上げ、çį実態ƨƷ注 �）、場の

ǂÝ�¦�スや運営実態注 ）、地域��トワー|注 �）、ô

用実態注 1�）等が行われている。一方、住民主体で住宅等

の私有空間を活かした �� については、取組みの継続にあ

たって不安定な部分が大きいが、関ˑ研究はȁRȞい。	 

	 また、Ƃ制度に関する研究は、制度創設ñ期の制度運

用と開設事例の実態を分析したもの注 11）がある。	 

 
２．地域共生のいえ��+dcL]に��る�Qdcの

Dv' 
	 運営支援の仕組みは、制度創設ƂñはȞかったが、地

域共生のいえ開設後に様々な課題が出てきたことから創

設された。大きく「広報支援」と「専門家派遣」の·つ

に分けられる。「広報支援」は以下の 4 つである。 
"ƙ報発Ø：財団 HP や地域共生のいえの取組みをÊえ

る財団広報ʣ（2014 年度創ð、2 ĩ/年）]のƴˆ。 
#広報ȪĿのǂÝ：ė地域共生のいえに、Ŝ内用・ņǸ

部設ɭ用の�ラ�~ースのƵÓ。 
$運営Ćù者の発Ʋ：「地域共生のいえʜĦ�sー」と題

して、主に区民をŦʲに年に 2 ĩɋ度実施。地域共生の

いえのǒČħ発とǆʒyー�ーの発Ʋの_か、運営Ćù

者の発Ʋというȣいもある。 
%ƣ有者や運営Ćù者Ě士のºȒのǼÉ創出：ƣ有者と

運営Ćù者とが˵まり意見ºƶ・ƙ報共有する場。「yー

�ーズ�ラスÉʯ」と呼ばれ、年 1 ĩɋɋ度開Þ。地域

共生のいえは、ƣ有者が一人で活動を進めてしまう場Ę

が多いことから、Áの事例を学Z、ʓˡを広げてもらう

ために設ɭされた。 
	 「専門家派遣」は、財団によるÙóòǅとなっており、

これまでȁR実ɫはȞく 2 ĩのみである。また、ė地域

共生のいえからʐʪがあれば、財団のɴģがė地域共生

のいえのȻʩにƐCることはĔɸである。 
 
�．地域共生のいえのOv'Xb 
	 制度創設後 5 年以内（2004〜2008 年）に開設された

6 件のǷʐをʋ 1 にɃす。「ȩƑ」・「空間」・「運営」・「ô

用」の実態について、特に開設後の主なŅ化とʐĪ、課

題にȾ目してǂȩする。6 件の空間についてはĭ 1 に、

運営体制はĭ 2 に、運営とô用の実態についてはʋ 2 に

まとめてɃした。 
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�− １．�
� �と%!	 

�− １− １．m`	 

	 COS ちと[なを運営するにあたって、ƣ有者であり運

営主体でもある A Ȅ（70 Ã、Ō性）のƒいはŅわって

いない。地域の高齢者・子Rも等、様々な人のǕらしに

Ɔ立つ場・Ȇ˅にºȒできる場をつくることである。 
�− １− ２．u�	 

	 開設後、内部空間の設えにŅ化はない。ņ部空間には、

COSちと[なにæ居するNPO 法人xコ ��の発ǯで、

区のɄÉɆɅĆʯÉ「地域の支えあい活動助成」を受け

て、2007 年に�¨�を設ɭした。 
�− １− �．�Q	 

(運営体制：開設ǑからŅ化はなく、運営主体はƣ有者

である �ȄÙ人であるが、Ïか課題があった˱に、�Ȅ

とæ居 
団体でĆùしあう体制はできている。	 

(運営ʷ：� Ȅのďæは、æ居 
 団体から支Ʀわれるʹ

Ǆ（ė団体 1ĵにつき 1ë�月、äȟʷはƯちĩり）で

ある。支出は、Į定資ȬɌ等のɌˢとȇ˖äȟʷである。	 

(活動のğȿ：�¦}と財団の広報ʣがあるが、前者は

ǖǆ˼度が少ない。	 

114

住宅系研究報告会論文集 10　日本建築学会　2015.12

－ 114 －



115

住宅系研究報告会論文集 10　日本建築学会　2015.12

－ 115 －



116

住宅系研究報告会論文集 10　日本建築学会　2015.12

－ 116 －



り課題となっている。見ŗり˯ģは年Éʷ 3000 ëであ

るが、この場をÚりる˱に一ɻよりも安くÚりられる。

運営方法は、月̎ĩの運営Éʯでƙ報の共有と活動のǳ

ʙが行われる_か、コs ¨�ーでのコsÉʯ、場Ęに

よってはÙóの�¦�w|トで�¦�w|ト�ー�をつ

くりǳʙÉʯを行っている。また、主たるô用者である

子ɶて�¦¨の ¨�ーや、研究や財団のu¨�ー¨等

で関わる大学生もȂ年 3-5 人ɋ度おり、u�¨トÇȳ実

施等の面で運営Ćùをしている。 

(運営ʷ：ďæは、見ŗり˯ģの年Éʷ、場ƣʶしのô

用Ǆˢ、開設後Ȃ年ȦƋしている助成ˢ、運営主体主Þ

の活動Ċ加ʷ、ʓ察ŦƐʷ注 1	）である。支出は、Į定資

ȬɌ等のɌˢとȇ˖äȟʷである。2012 年˺からʶÉ場

のô用が増え、資ˢ面にƉ々にÐʎがでてきたものの、

ƣ有者のʳƪは大きく、ô用をƭ大してできるJけ˅減

したいという意向がある。 

(活動のğȿ：見ŗり˯ģには��u¨や web の専門技

術を有する ¨�ーがおり、財団の広報ʣ]のƴˆの_

か、「űさんのいえしん\ん」（年 2 ĩ）、�ラ�（Ȃ月）、

HP、Facebook をˎCて、Ɏǵ的に広報を行っている。 

(地域団体とˑƹした取組み：ƣ有者 C Ȅɹ˂は、ó地

域に住んでいるため、もともとƂʢ地域とのつながりは

Ȟかったが、活動をů開し、ȲÉ主Þのu�¨トにĊ加

したり、åɒ̄に�ラ�をɭいてもらう等、Ɏǵ的に地

域]ßきかけていくなかで、地域団体とˑƹが生まれて

いる。例えば、åɒ̄のu�¨トの˱の子RもたちのŠ

ȋ先等としてô用されている。また、̆ʃ子Ůをô用し

たŨ学生がǊʛにそれをǗいたことをきっかけとして、

Ũ学Ǭの先生がǤʜ、Éの活動や ¨�ーをȿってもら

うǼÉをƋた。その後は、Éの ¨�ーがŨ学ǬのɨĘ

学ɰのƱ業で、ĬɁやɤȳのʬŶƆとしてƫかれたり

（2010 年より）、C Ȅは学Ǭ運営ŐģÉ注 15）のŐģにな

る等、ˑƹをƁめている。	 

�− �− �．K用	 

(運営主体による活動：開設ñ期から続けている活動と

して「開いてる�ーz�w」がある（˰˒）。ʦでもô用

できるºȒの場であるが、実態としてはʔ子ˑれが多い。

多いǊで 20 組ɋ度のô用がある。そのÁ、ǆたにŏま

ったものとして以下がưげられる。 

・̆ʃ子Ů（˒̎ĩ）：C Ȅの発ǯで、実家が̆ʃ子ŮJ

った見ŗり˯ģ等がĆùして 2010 年より開ŏ。 

・「̂̃Éʯ」（月̎ĩ）：ʦでもĊ加できるƯちšりの̂

事É。運営Éʯは活動の報Ğ・ǳʙのみになってしまう

ため、見ŗり˯ģのºȒをȔめるため、ʦでもȆ˅にĊ加

できる場として C Ȅが発ǯして開ŏ。 

・「�¨�ー|ラ�」（˒ 1 ĩ）：ô用者の増加をȣいに、

見ŗり˯ģの発ǯで、2015 年に開ŏ。ėɹのƋ意分ˡを

活かしてʬŶƆをþめている。ȇƅȳ、ˤ˖、ĬɁ、Ƥ

ɿの|ラ�がある。Ċ加者はǟJ 5 ěɋ度である。 

	 そのÁ、不定期でu�¨トを開Þしている。東Ǌ本大

˷ȜのʌȜ地の CS とのºȒu�¨ト等もしている。 

(場ƣʶし：1000 ë/Ǒ間で場ƣʶしをし、地域住民の

活動の場としてô用されている。定期的に行われている

活動としては、ʀʥ教Ŝ（˒̎ĩ）がある。Ƃñは、子

ɶて�¦¨}¥ー�がɎǵ的に場をÑ用し、活動してい

たが、中心をƪっていた住民が体ʨをųし、その後主体

的に活動をƪう住民が現れE、ÛȚしている。 

�− �．:6<?ニ=ース	 

�− �− １．m`	 

	 ¤�¦・ニワースを運営するにあたって、ƣ有者であ

り運営主体である D Ȅ（70 Ã、ȱ性）とŎのƒいは開

設ƂñからŅわってない。本をˎCて人とºȒする場、

ȿをºȒする場、また様々な人の人生経̇からȿƗを学

ZĘう場をつくることである。 

�− �− ２．u�	 

	 内部の設えはŅわっていない。一方、D ȄのƖ子がu

¨�ー��トē本Ůをŏめたが、地域共生のいえのȩƑ

をĂ分にȩʖしていないために、場の中心である大ǡは

Ɩ子の仕æれた本でķめŬくされてしまっている。ņ部

にはȼǧを設ɭした。これは SAN でまちづくり�r¨

ドにƐÿし、Ƌた助成ˢで設ɭしたものである。 

�− �− �．�Q	 

(運営体制： D ȄŊŎで行っている。 

(運営ʷ：後ˌの「Ĥ学z�w」を行っていた˱は、そ

のĊ加ʷをďæとしていたが、Ǚ近は実施していないた

め、ďæはない。 

(活動のğȿ：財団の広報ʣのみである。 

(地域団体とˑƹした取組み：前ˌの地域のまちづくり

活動Ƭȝの��トワー|組ɬである̓̔̕（せたがや地

域共生��トワー| -ŝĴ・経ĺ・ʽĻ-）の立ち上げよ

りĊ加し、Ǌ˺からƙ報ºƶ・共有と、年に 1、2 ĩの

u�¨トにĆùしている。	 

�− �− �．K用	 

(運営主体による活動：Ǌŷ的には D ȄŊŎはこの空間

でu¨�ー��トē本Ůを営んでいるが、開設Ƃñは、

定期的に「Ĥ学z�w」と題して、大ǡをĬみ、本や人
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生経̇を¿してºȒする場を設けていた。しかし、D Ȅ

ɹ˂の体ʨ不ɼ、ʔの¿ʰや D ȄŊŎの仕事、さらに内

部空間が本でķめŬくされてしまっているという制約か

ら、ȩƑはŅわらないが活動はできていない。 
�− �．w田1<>�い��).Y	 

�− �− １．m`	 

	 ƣ有者のŎであり運営主体の E Ȅ（50 Ã、Ō性）の

ƒいは開設ƂñからŅわってない。ȉơǑÃから人々が

ºȒする場JったというʛƟから、様々な人がºȒする

場をつくりたいということである。たJし、地域共生の

いえを止めてからは、地域ņとのºȒにùをæれている。 
�− �− ２．u�	 

	 内部の設えはŅ化ない。ņ部空間のŅ化は、˖ʿから

s|�スしやすいようにテラスやžに�u¥をʸりɺʍ

をǂえたことである。 
�− �− �．�Q	 

(運営体制： 組ɬ化されておらE、E ȄÙ人である。た

Jし、運営を支えるȶ˦��ー�ーが 4 人おり、Ƃʢ˵

Ę住宅居住者 2 ě、近˲住民 2 ěである。そのÁ、地域

ņながらも、支援 ¨�ーが 2 ě_Rいる。 
(運営ʷ：ďæとして、2014 年度にñめてまちづくり�

r¨ド助成ˢをƋた。また、活動Ċ加ʷがある。支出と

しては、Į定資ȬɌ等のɌˢとȇ˖äȟʷがある。 
(活動のğȿ： �ラ�のƴɃのみである。 

(地域団体とˑƹした取組み：後ˌするように、一部の

˕ĉの経̇から、意ĭ的にˑƹしていない。	 

�− �− �．K用	 

(運営主体の活動：2007 年に地域共生のいえとしての活

動をŏめた。しかし、Ƃ制度についてȩʖしていない一

部の地域住民がƘいʟòをȒしたこと、また³ʔの¿ʰ

で E Ȅが体ʨをųしてしまったこと、E Ȅがƒったより

もô用śが増えなかったことをȩȯに、活動を続けられ

なくなり、地域共生のいえの活動をˇめた。その後、ȿ

人からȰし出があり、学ɰľとして 4 年間ʶし出した（˒

2 ĩ）。しかし、子Rもたちの��ーのĦ題で、˵Ę住宅

の居住者にˍƚがかかるƕれがあったため、4 年後には

ǖǆをしなかった。その後、E Ȅの体ʨもĩƌしたこと

から、2013 年より「ɝʁ|ラ�」として、˒ 3 ĩ、ɹ

˂が̃みȠをƵÓしºȒする活動をŏめている。ô用者

は 5 ě/Ǌɋ度である。 
(場ƣʶし：ɝʁ|ラ�以ņの˒̑Ǌは、2 Ǒ間で 500
ë、ɰœ教Ŝ等の場として場ƣʶしをしている。 
�− �．;3のY	 

�− �− １．m`	 

	 áƣ有者は、地域の子Rもたちにɹ分の家をƆ立てた

いというƒいがあった。2012 年 3 月にƓˏし、現在の

ƣ有者であるƖ子 F Ȅにı地・ƀɚȠはȻ続されたが、

áƣ有Ǘが˛ʗǗを˛しており、そこに¥�の家の継続

äìîĎēěĕ ©´ìëæäìéë YćĬėýÿïìêì ŔŋŖřŅŗŚĹ ��ķŖŘāýďĎġĬP ŕŁėP

Ã7�� eu¤â| eu¤ã| eu¤ä|ē¬MĦÊ6 eu¤å|ēF eu¤ėFæ| ëíì��ðóòñô

Ã7».� ¼pś/9�Û=��ĖĐăÛ� ÙtŜ �Ĉ
%dÆ÷YćĬėýÿïìêìė�
�»÷"�pÆ÷Ã7����ė
�&,$»÷RSb»

%dÆ÷�&,$»
ĀĒāĄĚĩę	yG¯»÷�r
ÏāĦ	y.�»

Ã7»n! :N½���ė�Æ÷~Ä��» :N½���ė�Æ÷~Ä��» :N½���ė�Æ÷~Ä��» :N½���ė�Æ÷~Ä��» :N½���ė�Æ÷~Ä��» ��»÷¼pśá� ÙtŜ

�&ė4� ŋŖĵ÷¹9ė\?² ŋŖĵ÷¹9ė\?²
úYćĬėýÿĈĬĜĬû÷Ŀœĸ÷
èí÷çã÷¹9ė\?²

¹9ė\?² Ŀœĸ
èí÷çã÷¹9ė\?²÷)ėĀĒ
āĄĚĩęė\?÷Ŀœĸ

<>9�ēėÀm
řĳŀĺŊİĹĽŞ<����ėįōŘń
ē1rÇ�ø

řîâëė�Ď�ąř,$ø

õØ��ėįōŘńĖ,$
õØUKxėiyś 0K£Ŝė��
īYćĬėýÿïìêìė�őŘŇŚ
Ăhþ
õØeu¤ä|ĂUKxėKxÃ7
G6�ėG6ī'ğħ

řîâëė�Ď�ąř,$ø
ř��÷����+¶��ėįōŘ
ńĖ,$ø

Ã7��ĖĤħ�
&
�QśÐ^Ŝ

řŐŅŃįúķŖŘŕŐıŚŕûśtÜ
8Ŝ

řúÇýđħŃŚĲŊİû®H
�ė
@śËÁŝ8Ŝ
řÔªHWśÁŝ8Ŝ
řúÑÒ�¶û¦�Ė
�ĉħ@śt
ŝ8Ŝ
řúķŘŃŚĴœŋûÃ7��uaĂ
µZēĕĦ���ėoOīÇ�śÁ
Û8Ŝ
řJ�{ėįōŘńś�NvŜ

řú�©ĴœŋûÒĝ�ėk�śÁÝ
8Ŝ
řX��ĢĶŘķŚńś�NvŜ

řúĀĒāĄĚĩęşüĝŚĆû)
ĂjÂĉħĀĒāĄĚĩę	y
śÁßqŜ
řHĔĠė�rÏāĦ	yśÁßqŜ
řH¥đÉ�įōŘńś�NvŜ

��ė�&ś@
eºĈŜ
�&��Ş�Q
śÐ^Ŝ

Š/9�T�OĖđś[q{q�&Ŝš
řëíì��ıĶőŀĻŞŔķįĴŕĸŒŀ
Ō
řÓÎŞĭŖŏńŔŚńőŘń]
řëíì��ĭĴń��¸čĉĄüýŗŚ
ĲŚĺģĦėwŞ¦�l%ř�·��ė
	y	'e
řëíì��ĭĴńŞVL�·nl	'e
řëíì���;�&ņŀńŞ�&ķŚŉ
Ĺ�¢ė	y	'e
ŠC��OĖđš
ř�Vß9�ŞgĎ0Īċ�
řëíì��ĭĴń��¸čĉĄüýŗŚ
ĲŚĺģĦėwÉÀė<>ėÕ×¤ė
ķŚĴŕŞ�_ÖÍė�śÁŝ8�
^Ŝ÷f§ė�śtÜ8Ŝ÷sÄė�śÁÛ
8Ŝ
řČė÷C��Oīëíì��ģĦė
wĂ-ºĈś*#÷*`÷D÷/ÛÚÚÚ
 ŜīĈ÷<>�}ė�¶Ģ¾5ė�
&śf§ė�÷£Iė�÷±3ė��Ŝ
Ă«ĪĨđýħø

řÃ7��Ă@eºĈś��ŜøN
v�ĕ�&Ę��ø
ř�_ÖÍė�Ş�_ÖÍśtÜ8
�^Ŝ
řļĸĭŕľŘĹoOŞļĸĭŕľŘ
ĹśtÜ8�^Ŝ

řÃ7��Ă@eºĈśÛÚÚÚ Ùr
ÈŜøNv�ĕ�&Ę��ø
řœŎřňŚłĮŚŞ¨³oOśÁŝ
8Ŝ

řÃ7��Ă@eºĈśÁÞq÷Ür
ÈßÚÚ ŜøNv�ĕ�&Ę��ø
ř£IoOśÁÛ8�^Ŝ

�&,$¤
ŠC��Oš
ř/�&ýĊĨĠ�}�ÛÚ2śàÚ��
�ĂCýŜ

řŐŅŃįŞÛÞ2śáÚ���÷EcŜ
õØ�_ÖÍė�ŞÛÜ2śàÚ���÷
�EŜ
õØļĸĭŕľŘĹoOŞ�ß�śáÚ
�÷�EŜ

řúÇýđħŃŚĲŊİûŞ<>ė®
HÛÚ�ÜÚ�
řČėė�&Ę÷<>�Bāĥß
�ÝÚ�ś��ĘzùŜ

ř�©ĴœŋŞÛq�ß� řÛqÛÚ�#`ś¿ÌĖ�Ğ®HŜ

Ã
7

"
�

ö�¡ÅĘÇ°`ėA(

}	 �	 � Eの�QとK用のXbと��_のVM	 

118

住宅系研究報告会論文集 10　日本建築学会　2015.12

－ 118 －



についてǋʛされていたため、áƣ有者¹き後も、¥�

の家として場が継続された。場の継続にあたっては、特

にĦ題はȞく、áƣ有ǗのƓˏ後ǁǊで、場がì開され

たことから、F Ȅも一定のȩʖはあるとƒわれる。また、

F Ȅは、˗方のó地域に住んでいる。運営主体である

NPO 法人 amigo（以下、amigo）は、地域で子ɶてする

場、ということを大ïにしている。 
�− �− ２．u�	 

	 現Ǒȝで内部空間はŅ化ないが、Ñ用期間を現ƣ有者

とĘ意していないため、継続性の面で課題がある。ņ部

空間については、Ȼ続Ǒにžの一部がńĈされ、áの面

ɎのĄ分以下になり、ńĈ部分には̏˃の家がǆɚされ

た。žはȤくなったが、2 ˃の住宅のʼæ者は¥�の家

のô用者で、この場の活動をȩʖしているため、活動を

制限することはない。また、ńĈされたžの部分にǲえ

られていたǞはȁRÈƳされたが、amigo がお̀いし、

áƣ有者とのƒい出のǞである、ǰのǞJけɊǲした。 
�− �− �．�Q	 

(運営体制：区から事業を受ʚする˱に法人ǭをȈめら

れなかったため、任意団体で活動を続けてきたが、事業

がƭ大したことで一定の法人化はƎʐとʤʮ、 2014 年

5 月に NPO 法人ǭを取Ƌした。9 人のス���と×ɶ士

2 人であり、活動Ǒは 2、3 人のス���がƪƂする。ま

た、現在のス���のうち約Ą分はáô用者である。 
(運営ʷ： ô用が˒ 3 ĩから 5 ĩに増えたため、地域

子ɶて支援Ƭȝ事業のŐʚʷも 400 から 600 ë/年
に増˿した。ďæの 9 ÷をŐʚʷでʺっているため、

amigo としては継続面で課題があるとʤʮしている。ま

た、一Ǒ˻かり事業のô用Ǆである。支出は、その大部

分が人件ʷである。また、˒ 5 Ǌô用となったことで、

家ʹも 5 ë/月から 7 ë/月となった。 
(活動のğȿ：財団の広報ʣ、区のおでかけYnばの広

報ʣƴˆの_か、HP や FB をÑってɎǵ的に広報をし

ている。 
�地域団体とˑƹした取組み：ȲÉやɄÉɆɅĆʯÉ等

の地域団体のu�¨トにĊ加をしている。 
�− �− �．K用	 

(運営主体の活動：区から地域子ɶて支援Ƭȝ事業を受

ʚし、ǟū学の子とʔをŦʲとしたºȒの場「おでかけ

Ynば」に取り組んでいる。2014 年度からは、子ɶてȪ

Ŀのâ実を進める区からʐʪがあり、˒ 3 ĩから 5 ĩに

増えた。現在は、ƊȀİからくるʔ子が多く、̎Ǌ 10
組前後、月に 120 組のô用がある。また、Ě様に区から

ʐʪがあり、2014 年度から一Ǒ˻かり事業をŏめた。˒

3 ĩ、2〜4 Ǒ間で、2 Ǒ間 1500 ëである。 
 
�．分h 
�− １.m`のVM 
	 	 件（��� ちと[な、űさんのいえ ����、ʁʫ �������

¤�¦・ニワース）のȩƑはŅ化なく、Ƃʢ地域にˠȝ

をɭいている。また、¥�の家のáƣ有者は¹くなった

が、現在も地域共生のいえとして活動を継続できている

ことから、現ƣ有者も一定のȩʖがあると考えられる。

運営主体の運営ȩƑもŅわっていない。一方、かいっち

fん家は、地域共生のいえをˇめ、˕ĉに一部地域住民

との関Õがɼōでなかったことをȩȯに、現在は地域ņ

の人のô用にùをæれている。	 

�− ２.u�のVMと�� 
	 	 件（��� ちと[な、ʁʫ �������、űさんのいえ ����、

かいっちfん家）は、ô用内容のŅ化やô用者のôÔ性

向上を背景に、Ů内空間やŮņ空間の設えを一部ƼŅし

ていた。たJしűさんのいえ ���� はɳ˷性のɂ×が課題

となっている。	 

	 ¤�¦・ニワースは、活動にŦして家ǉのȩʖをĂ分

にƋられE、開放する空間のȁRが本でķめŬくされて

しまっている。¥�の家は、áƣ有者が¹くなったもの

の、˛ʗǗに活動の継続についてʛされてあったため、

現Ǒȝでは内部空間を継続してô用できている。一方、

Ȼ続にËいžは一部ńĈされ、約Ą分になった。たJし、

運営主体が現ƣ有者等とºȖをし、áƣ有者とのƒい出

のǻについてはɊǲをして×çすることができた。	 

�− �.�QのVMと�� 
	 運営主体にŅ化はなく、� 件（űさんのいえ ����・¥

�の家）のみ組ɬ化されている。また、�件（��� ちと[

な・ʁʫ �������）はô用者が運営主体を支援する体制

ができている。運営ʷのďæについては、運営主体の意

ʮや財政ȢȊ、ô用の広がりにƐCてŸがあるが、ɹ立

期においてďæ源やďæ˿に大きなŅ化はない。たJし、

�件（űさんのいえ ����・¥�の家）については、助成

ˢや事業Őʚʷ等をďæとしているが、運営主体は継続

面で課題があるとʤʮしている。	 

	 活動のğȿの方法については、財団の広報ʣは共ˎし

ており、そのÁ�¦}や ��、�����!! も活用されている。

たJし、ǖǆ˼度はそれHれȴなり、űさんのいえ ����

と¥�の家は、広報にɎǵ的で �� のǖǆ˼度が高い。	 

	 地域共生のいえ 
 件は地域団体とˑƹしている。���
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ちと[なでは、ƣ有者がƵǯし、æ居団体がĆù、地域

団体とˑƹして、子Rも向けのu�¨トを実現させた。

űさんのいえ ���� では、ƣ有者はƂʢ地域に住んでおら

E、á々地ɩはないが、Ɏǵ的に地域団体にßきかけを

し、ˑƹをĭっている。活動を進める中で、Ũ学生のô

用をきっかけに、Ũ学ǬとのˑƹもƁめている。さらに、

ʁʫ ������� と¤�¦・ニワースはĚC地域にÌɭし、

地域内のŨʒ模まちづくりƬȝをˑƹする組ɬを立ち上

げ、ƙ報ºƶやu�¨ト等をしている。	 

�− �.K用のVM 

	 ɢǩとしてのô用について開設後のŅ化は大きく̐つ

に分けられる。まE、COS ちと[な・ʁʫ ONECOIN

は、Ņ化はなく、安定的にô用がされているȢȊとʗえ

る。ʁʫ ONECOIN は、ƣ有者が仕事で多Əになるも、

それまでô用していた住民がɹ立し、ƣ有者にĆùしな

がら、継続的にô用を続けている。 

	 ǽに、űさんのいえ TOMO・¥�の家は、ô用がƭ大

しているとʗえる。űさんのいえ TOMO では、ƣ有者

がよりô用を広げたいというƒいがあり、運営 ¨�ー

も主体的に取組み、ǆしい活動を創出している。¥�の

家では、区の政ɖの受けȸとなり、区から事業をさらに

ʪけʳうかたちでô用をƭ大させている。 

	 ¤�¦・ニワースとかいっちfん家は、ô用はɪŨし

ているとʗえる。³者ともに、Ù人が運営主体であるが、

ɹ˂の体ʨや家ǉの¿ʰが背景にある。また、前者は家

ǉのȩʖと空間の制約もʐĪである。後者は、地域とɼ

ōな関ÕをɚけなかったことがʐĪである。 

 
�．&とめとzZ 

	 制度創設Ƃñに開設された地域共生のいえ 6 件のうち、

現在も継続している 5 件はƂñのȩƑをɧƯしている。

そのô用はそれHれȴなるが、4 件は地域の住民ニーズ

や活動を受け止める CS としてǼɸしていた。1 件は、

住民の定期的なô用はȞかったが地域団体とˑƹしu�

¨ト等をするにとRまっている。 

	 Ǚ後に、住民主体による住宅を活用した CS を継続す

る上での課題について考察する。"ȩƑ：開設Ƃñのȩ

Ƒをいかに受け継=か、特にȻ続等でƣ有者がŅわった

場ĘのŦƐが課題となる。#空間：空間の活用の継続の

ためには、ƣ有者家ǉのȩʖがƎʐになる。Ȼ続]のŦ

ƐのみならE、開放空間がƣ有者家ǉの生活空間とˠな

る場Ęは空間のÑい方]の家ǉのȩʖがƎʐである。ま

た、空間のɳ˷性のɂ×、ô用にƐCた設えのŅǖもȈ

められる。$運営：ƣ有者のみでの運営はʳƪが大きく、

ƣ有者の仕事や体ʨ等のȢȊがŅわった場Ęに、活動が

ÛȚしがちになる。共に運営をƪう ¨�ーがいる体制

をǂえるƎʐがあり、そのことによりô用が広がるĔɸ

性がある。学生の関わりも有üである。運営資ˢについ

ては、運営主体の意ʮとď支のȢȊ等によってȴなり、

その場に˙したʘȳがȈめられる。さらに、地域とˑƹ

することがˠʐであるが、その˱に「地域共生のいえ」

等の公的Ǽ関のおŁÂきは有üであると考えられる。	  

	 一方、ƣ有者や運営主体に継続意向があれば、継続を

支援することがȈめられるが、継続意向がȞい場Ęは、

「継続しない」というのも、住民主体による私有空間を

活かした取組みの一つの˚Ʃɵであるようにƒわれる。

制度としては、こうしたȢȊもƛ定した仕組みがˠʐで

ある。 

 

1ʏ注2 
注 1）s��ワ�¥（2012）/住み開き0、ɔƺǗƢ 
注 2）居場ƣ、ºȒの場、コミュニティz�w等、様々な呼ɉがある。 
注 3）「地域共生のいえ」について、財団は「yー�ーɹらの意ƒにより、
営ôを目的としない地域の公ȹ的なまちづくり活動の場として、地域の
ɠをɶみ開放性のある活用がなされている私有のƀȠのこと」と定ɯ。 
注 4）財団ƪƂ者より 2015 年 6 月に運営支援の内容と実態について˶
ʡČZ ー¥でĩɕをƋた。 
注 5）ʨǫǊは、「COS ちと[な」A Ȅ：2014 年 12 月 10 Ǌ	 、「ʁʫ
ONECOIN」B Ȅ：2015 年 6 月 7 Ǌ、「űさんのいえ TOMO」C Ȅ：
2015 年 6 月 29 Ǌ ー¥にて（たJし、űさんのいえ TOMO について
は、ʆ者ɹ˂が運営にƹわっており、Ǌ˺から C Ȅとʯʫをしたり、Ċ
±ʕ察をしている。）、「¤�¦・ニワース」D Ȅ：2014 年 12 月 8 Ǌ、
「ɣ田�¦¨かいっちfん家」E Ȅ：2015 年 2 月 1 Ǌ、「¥�の家」
NPO 法人 amigo Ãʋ：2015 年 1 月 14 Ǌ。ʨǫ内容は、場のȩƑ・空
間・運営・地域ˑƹ・ô用の実態について、開設後のŅ化とそのʐĪ等。 
注 6）財団が発行している広報ʣや、űさんのいえ TOMO で発行して
いる広報ʣをĊ考にした。 
注 7）大分大学ɆɅ科学研究�¨�ー（2011）「コミュニティz�wの
実態に関するʨǫɢǩ」、がある。 
注 8）ŨǦŪ・ˈȽʄɮ・ȏ有ɮ（2007）「地域住民の居場ƣとなるº
Ȓの場の空間・運営・支援体制のȢȊ : 地域住民が主体的に設立・運営
するºȒの場に関する研究 その 1」、Ǌ本ƀɚ学Éʘȳ系ʫǃ、No.611、
pp67-74 
注 9）ȓ田̉˟ŋ・後藤ǎƄ・ŰǣŲ（2014）「テー�Ķz�wをő¿
とする地域活動��トワー|のů開に関する研究:į分ť市z�wス¦
ーとその関ˑ団体が関わる地域u�¨ト活動にȾ目して」、都市ʘȳʫ
ǃ˵、49(3)、pp 783-788 
注 10）Ð˥ɾ・Ǧ本Ƚț・上ˡȕ（2012）「多ƺニュー�v¨高齢者支
援スペース・ɆɅ¼の活動とô用の実態について: 多ƺニュー�v¨の
高齢者支援スペースとô用者の地域生活様態に関する研究(その 1)」、Ǌ
本ƀɚ学Éʘȳ系ʫǃ˵、No.671、pp9-19 
注 11）ˣǞ智香子（2010）「財団法人世田谷トラストまちづくりにおけ
る「地域共生のいえづくり支援事業」制度の運用実態:ƣ有者発意による
民有空間を活用した地域公共施設のǂÝに関する研究」、Ǌ本ƀɚ学É
ʘȳ系ʫǃ˵ No.650、pp873-882 と、ę田˴Ė（2010）「住宅の地域開
放のĔɸ性」、東京工業大学ą業ʫǃ、がある。 
注 12）Ƃ地域で地域共生の�sーをした˱に、Ċ加者から、ȝ在する
Ƭȝをˑƹすることでより活動がâ実するのではないかというŃがあ
った。それを�¨トに SAN を立ち上げた。Ƃñは 5 ƬȝがĊ加、現在
では 9 ƬȝがĊ加。 
注 13）まちづくりの場で活ˁできる人材ɶ成を目的としたʬŽ。2007
年はűさんのいえ TOMO を取り上げ、それをきっかけに継続して関わ
っている ¨�ーがいる。 
注 14）ʓ察が増え、ŦƐする運営 ¨�ーのʳƪが増したため、ʓ察
ŦƐʷとして 5000 ëɋ度/ĩとしている。 
注 15）世田谷区では、×ʰ者と地域の意見を学Ǭ運営にĎǍさせるた
めに 2005 年より設ɭ。 

１．はじめに	 

1.1．研究の背景 
我が国では産業社会の発展とともに、サラリーマン核

家族世帯の生活を支えるべく、公的福祉が拡充されてき

た。それは、子育てや介護などを、家族や親族に依存す

る従来システムからの脱却を目指すものであった。しか

しながら、現状の公的福祉は十分でなく、また財政逼迫

ゆえにこれ以上の拡充も期待できない状況にある。加え

て、世帯規模の縮小や所得格差の拡大、共働きの一般化

に伴い、従来の家族扶助システムに戻る事も困難である。 
そこで期待されるのが、地域や市民レベルで支え合う

共助の拡充である。子育てや老親扶養については公的サ

ービスでは担いきれない部分が大きく、NPO 法人等の

民間による独居世帯の見守り活動や子の預かり等、第三 
者同士の共助活動が普及しつつある。持続可能な住宅地

計画の視点に立てば、住宅というハード面のみでなく、

これら扶養システムを維持・循環させる事が重要であり、

これを成立させ得る要件の解明が求められている。 
	 

	 

1.2．非親族間の扶養システムと居住地の関係性が未検証	 

以上を背景として、近年、近江（1994 年）注 1）をはじ

め、その扶養システムの検証が進んでおり、各々に世帯

を構える親子等の親族間において、これが構築されてい

る事が明らかにされている。そして現在、親子間の隣居・

近居の再評価がなされ、これが成立しうる住宅地計画の

要件を明らかにする研究も発展しつつある注 2）。 

しかしその一方で、とりわけ大都市圏においては、親

や子と隣居・近居関係にない世帯が相対的に多い事も知

られている。例えば、人口集中地区で親と別居する世帯

のうち、近い方の母親との距離が 30 分以上である世帯

は、45.2%にのぼる事がわかっている 5）。しかしながら、

これら非近居世帯の扶養システムの実態や、住宅地計画

との関連性については、未だ明らかにされていない。 
1.3．本稿の目的	 

	 そこで本研究では、非近居世帯が多く利用している事

が予測される、子育てサポートの共助システムを対象と

した調査を通して下記を解明し、これに基づいて共助が 
 
 

非親族間による子育てサポートネットワークの成立要件と担い手の意識 
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In this examination of the USIHIKU-City Family Support center the following three points were 
deciphered: 1）The users and supporters of the center consisted mainly of households who moved 
to USHIKU-City and as such find it difficult to get nursing or child-minding support from 
relatives. 2）The supporters commuted an average of 1.874km. 3）The required commute time was 
5-15 minutes.  Most supporters did not consider this a burden. They also thought the best place 
for childcare was the users home. Utilizing these findings we consider the characteristics of a 
residential area where community-help could be established. 
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